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終日通行規制のお知らせ 
 

 

 

 

一般国道４５号小船越
こふなこし

横断
おうだん

歩道
ほ ど う

橋
きょう

（宮城県石巻市小船越
こふなこし

山畑
やまはた

地内）において橋梁補修工事のため、一部車両の終日

通行規制を行います。 

通行される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 
 

● 規制場所：一般国道４５号小船越
こふなこし

横断
おうだん

歩道
ほ ど う

橋
きょう

 

（宮城県石巻市小船越山畑地内） 
 

 

● 規制内容：高さ4.1mを超える車両の終日通行規制  

※高さ4.1m未満の車両は通行できます。 

 

通行規制に関する詳しい内容は 

「別紙：一般国道４５号 通行規制のお知らせ」をご覧ください。 

 

 

● 規制日時：令和７年 ９月１１日（木） ９：００ から 

       令和７年１０月３１日（金）１７：００ まで 

   ※工事進捗状況により早めに規制を解除する可能性がございます。                     
 

【記者発表先】：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 
  

＜問い合わせ先＞ 

 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

 石巻国道維持出張所長 西脇
にしわき

 静夫
し ず お

  TEL ０２２５－９５－５２３７ 
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